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第 ６ 号報告 

 

   令和５年度笠松町健全化判断比率の報告について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第

１項の規定により、令和５年度笠松町健全化判断比率を監査委員の意見を付けて次

のとおり報告する。 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 報 告 

              笠 松 町 長  古  田  聖  人 

 

 

記 

（単位：％） 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

－ － ６．４ ３７．８ 
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第 ７ 号報告 

 

   令和５年度笠松町資金不足比率の報告について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条

第１項の規定により、令和５年度笠松町資金不足比率を監査委員の意見を付けて次

のとおり報告する。 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 報 告 

              笠 松 町 長  古  田  聖  人 

 

 

記 

 

特別会計の名称 資金不足比率（％） 

水 道 事 業 会 計 － 

下 水 道 事 業 会 計 － 
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第 ８ 号報告 

 

   令和４年度笠松町健全化判断比率修正の報告について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第

１項の規定により、令和４年度笠松町健全化判断比率の修正について、監査委員の

意見を付けて次のとおり報告する。 

 

  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 報 告 

              笠 松 町 長  古  田  聖  人 

 

 

記 

（単位：％） 

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

修正前 － － ５．８ ４１．５ 

修正後 － － ５．８ ３８．７ 
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第 ９ 号報告 

 
   放棄した債権の報告について 

 
 笠松町水道事業の債権管理に関する条例（令和２年笠松町条例第１号）第６条の

規定により、次のとおり債権を放棄したので、第７条の規定により報告する。 

 
  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 報 告 
              笠 松 町 長  古  田  聖  人 

 
 

記 

 

放棄事由 人数 金額 放棄年月日 

時効期間満了 
（第１号） 

３３人 １７０，３６３円 令和６年３月３１日 
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第５９号議案 

 
   令和６年度笠松町一般会計補正予算（専決第２号）の専決処分の承認につい 
   て 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告して承認を求める。 

 
  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提 出 
              笠 松 町 長  古  田  聖  人 

 
 

記 

 
１ 令和 ６ 年 ７ 月１９日 専 決 

令和６年度笠松町一般会計補正予算（専決第２号） 
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専  決  処  分  書 

 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、町議

会の議決すべき事件について特に緊急を要するため町議会を招集する時間的余裕が

ないことが明らかであると認めるので、次のとおり専決処分する。 

 
１ 令和６年度笠松町一般会計補正予算（専決第２号） 

 
  令和 ６ 年 ７ 月１９日 

笠 松 町 長  古  田  聖  人 
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第６０号議案 

 
   人権擁護委員候補者の推せんについて 

 
 人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、次の

者を人権擁護委員候補者に推せんしたいから町議会の同意を求める。 

 
  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提 出 
              笠 松 町 長  古  田  聖  人 

 
 

記 

 

氏     名 岩  村  雅  人 

住     所 羽島郡笠松町門間９９７番地 

生 年 月 日 昭和４６年 ４ 月１８日 

 

氏     名 森   眞  理  子 

住     所 羽島郡笠松町米野４９４番地 

生 年 月 日 昭和２５年１１月１３日 

 

氏     名 千 村  ゆ か り 

住     所 羽島郡笠松町東陽町５２番地の１ 

生 年 月 日 昭和３７年１２月１７日 
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氏     名 大  野  健  司 

住     所 羽島郡笠松町下柳川町７番地 

生 年 月 日 昭和２６年１２月１２日 
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第６１号議案 

 
   刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例につ

いて 

 
 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次のと

おり制定するものとする。 

 
  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提 出 
              笠 松 町 長  古  田  聖  人 

 
 
   刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 
 （笠松町議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正） 
第１条 笠松町議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年笠松町条例第１０号）

の一部を次のように改正する。 
  第５３条から第５５条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 
 （笠松町個人情報保護法施行条例の一部改正） 
第２条 笠松町個人情報保護法施行条例（令和４年笠松町条例第１８号）の一部を

次のように改正する。 
  附則第３条第３項及び第４項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 
 （笠松町職員の給与に関する条例の一部改正） 
第３条 笠松町職員の給与に関する条例（昭和３０年笠松町条例第３０号）の一部

を次のように改正する。 
  第１８条の２第３号及び第４号並びに第１８条の３第１項第１号及び第５項第

１号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 
 （笠松町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正） 
第４条 笠松町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４１年笠

松町条例第１号）の一部を次のように改正する。 
  第５条第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 
 （笠松町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正） 
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第５条 笠松町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和３９年

笠松町条例第８号）の一部を次のように改正する。 
  第６条第１号中「禁こ」を「拘禁刑」に改める。 

 
   附 則 
 （施行期日） 
第１条 この条例は、令和７年６月１日から施行する。 
 （罰則の適用等に関する経過措置） 
第２条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 
２ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例に

よることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例

の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める

刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号。以下「刑法等一部改

正法」という。）第２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。以

下この項において「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（以下「懲役」と

いう。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）、旧刑法第１３条に規定

する禁錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）

又は旧刑法第１６条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、

当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘

禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。 
 （人の資格に関する経過措置） 
第３条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従

前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止

前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適

用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘

禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せ

られた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 
 （笠松町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 
第４条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律

の整理等に関する法律（令和４年法律第６８号）並びにこの条例の施行前に犯し

た禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、第

３条の規定による改正後の笠松町職員の給与に関する条例第１８条の３第１項
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（第１号に係る部分に限る。）及び第５項（第３号に係る部分に限る。）の規定の

適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 
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第６２号議案 

 
   公金管理の安全性の確保に係る関係条例の整備等に関する条例について 

 
 公金管理の安全性の確保に係る関係条例の整備等に関する条例を次のとおり制定

するものとする。 

 
  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提 出 
              笠 松 町 長  古  田  聖  人 

 
 
   公金管理の安全性の確保に係る関係条例の整備等に関する条例 

 
 （笠松町みんなの健活プロジェクト基金条例の一部改正） 
第１条 笠松町みんなの健活プロジェクト基金条例（令和５年笠松町条例第１９号）

の一部を次のように改正する。 
  第６条を第７条とし、第５条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。 
  （目的外の取崩し） 
 第５条 町長は、基金に属する現金を預貯金等（預金保険法（昭和４６年法律第

３４号）第２条第２項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法（昭

和４８年法律第５３号）第２条第２項に規定する貯金等をいう。以下同じ。）と

して金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係

る保険事故（預金保険法第４９条第２項各号に掲げる保険事故及び農水産業協

同組合貯金保険法第４９条第２項各号に掲げる保険事故をいう。）が発生したと

きは、当該金融機関に対する債務（借入金に係る債務及び保証契約に基づく債

務をいう。）と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことが

できる。 
 （笠松町飼い主のいない猫対策基金条例の一部改正） 
第２条 笠松町飼い主のいない猫対策基金条例（令和６年笠松町条例第３号）の一

部を次のように改正する。 
  第６条を第７条とし、第５条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。 

（目的外の取崩し） 
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 第５条 町長は、基金に属する現金を預貯金等（預金保険法（昭和４６年法律第

３４号）第２条第２項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法（昭

和４８年法律第５３号）第２条第２項に規定する貯金等をいう。以下同じ。）と

して金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係

る保険事故（預金保険法第４９条第２項各号に掲げる保険事故及び農水産業協

同組合貯金保険法第４９条第２項各号に掲げる保険事故をいう。）が発生したと

きは、当該金融機関に対する債務（借入金に係る債務及び保証契約に基づく債

務をいう。）と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことが

できる。 
 （笠松町森林環境譲与税基金条例の一部改正） 
第３条 笠松町森林環境譲与税基金条例（平成３１年笠松町条例第１号）の一部を

次のように改正する。 
  第６条を第７条とし、第５条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。 
  （目的外の取崩し） 
 第５条 町長は、基金に属する現金を預貯金等（預金保険法（昭和４６年法律第

３４号）第２条第２項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法（昭

和４８年法律第５３号）第２条第２項に規定する貯金等をいう。以下同じ。）と

して金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係

る保険事故（預金保険法第４９条第２項各号に掲げる保険事故及び農水産業協

同組合貯金保険法第４９条第２項各号に掲げる保険事故をいう。）が発生したと

きは、当該金融機関に対する債務（借入金に係る債務及び保証契約に基づく債

務をいう。）と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことが

できる。 
 （かさまつ応援基金条例の一部改正） 
第４条 かさまつ応援基金条例（平成２０年笠松町条例第１９号）の一部を次のよ

うに改正する。 
  第７条を第８条とする。 
  第６条に次の１号を加える。 
  （４） 地域再生法(平成１７年法律第２４号)第５条第４項第２号に規定する

まち・ひと・しごと創生寄附活用事業として行う事業に活用するとき。 

  第６条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加える。 
  （目的外の取崩し） 
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 第６条 町長は、基金に属する現金を預貯金等（預金保険法（昭和４６年法律第

３４号）第２条第２項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法（昭

和４８年法律第５３号）第２条第２項に規定する貯金等をいう。以下同じ。）と

して金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係

る保険事故（預金保険法第４９条第２項各号に掲げる保険事故及び農水産業協

同組合貯金保険法第４９条第２項各号に掲げる保険事故をいう。）が発生したと

きは、当該金融機関に対する債務（借入金に係る債務及び保証契約に基づく債

務をいう。）と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことが

できる。 
 

   附 則 
 この条例は、公布の日から施行する。 
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第６３号議案 

 
   笠松町公共施設巡回町民バス設置条例の一部を改正する条例について 

 
 笠松町公共施設巡回町民バス設置条例（平成１７年笠松町条例第３４号）の一部

を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 
  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提 出 
              笠 松 町 長  古  田  聖  人 

 
 
   笠松町公共施設巡回町民バス設置条例の一部を改正する条例 

 
笠松町公共施設巡回町民バス設置条例（平成１７年笠松町条例第３４号）の一部

を次のように改正する。 

 
第４条中「精神障害者」の次に「、難病患者、小児慢性特定疾病児童」を加える。 

 
   附 則 
 この条例は、公布の日から施行する。 
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第６４号議案 

 
   笠松町福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について 

 
 笠松町福祉医療費の助成に関する条例（昭和５０年笠松町条例第２９号）の一部

を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 
  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提 出 
              笠 松 町 長  古  田  聖  人 

 
 

笠松町福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 
第１条 笠松町福祉医療費の助成に関する条例（昭和５０年笠松町条例第２９号）

の一部を次のように改正する。 
  第２条第１項第３号中「満１８歳」を「１８歳」に、「母子及び父子並びに寡婦

福祉法附則第３条第１項」を「同法附則第３条第１項」に改め、同項第４号ア中

「養育している父の配偶者」を「扶養している父の配偶者」に改める。 
  第８条第２項中「当該保険医療機関」を「当該保険医療機関等」に改める。 
第２条 笠松町福祉医療費の助成に関する条例の一部を次のように改正する。 
  第２条第１項第３号ア中「施行令第２条の４第７項」を「施行令第２条の４第

６項」に、「施行令第２条の４第８項」を「同条第７項」に改め、同項第４号ア中

「施行令第２条の４第８項」を「同条第７項」に改める。 
第３条 笠松町福祉医療費の助成に関する条例の一部を次のように改正する。 
  第１条中「乳幼児・児童・生徒」を「子ども」に改める。 
  第２条第１項中「において乳幼児・児童・生徒」を「において、子ども」に改

め、同項第１号中「乳幼児・児童・生徒」を「子ども」に、「満１５歳」を「１８

歳」に改める。 
  第３条第１項ただし書及び第３条の２ただし書中「乳幼児」を「子ども」に改

める。 

 
附 則 
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 （施行期日） 
１ この条例は公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は令和６年１１月１

日から、第３条の規定は令和７年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ 第３条の規定による改正後の笠松町福祉医療費の助成に関する条例（次項にお

いて「改正後の福祉医療費助成条例」という。）の規定は、令和７年４月１日（次

項において「施行日」という。）以後の療養の給付に係る助成及び支給について適

用し、同日前の療養の給付に係る助成及び支給については、なお従前の例による。 
（準備行為） 

３ 町長は、施行日前においても、改正後の福祉医療費助成条例の施行に関し必要

な準備行為をすることができる。 
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第６５号議案 

 
   笠松町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 
 笠松町国民健康保険条例（昭和４０年笠松町条例第７号）の一部を改正する条例

を次のとおり制定するものとする。 

 
  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提 出 
              笠 松 町 長  古  田  聖  人 

 
 
   笠松町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 
笠松町国民健康保険条例（昭和４０年笠松町条例第７号）の一部を次のように改

正する。 

 
第１１条中「第９項」を「第５項」に、「若しくは虚偽の届出をした場合又は同条

第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じな

い」を「又は虚偽の届出をした」に改める。 

 
附 則 

 （施行期日） 
１ この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関

係政令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第２６０号）第９条の

規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以

後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
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第６６号議案 

 
   福祉健康センター空調機改修工事請負契約の一部変更について 

 
 令和６年１月３０日議決の福祉健康センター空調機改修工事請負契約の一部を次

のとおり変更するため、令和６年８月１日付けで変更仮契約した同工事について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定により町議会

の議決を求める。 

 
  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提 出 
              笠 松 町 長  古  田  聖  人   

 
 

記 

 
 福祉健康センター空調機改修工事 
 １ 契約の金額 変更前 金５３，４２７，０００円 
         変更後 金５４，５０５，０００円 
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第６７号議案 

 
   町道の路線認定について 

 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定により、次の町道の路線を認

定したいので町議会の議決を求める。 

 
  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提 出 
              笠 松 町 長  古  田  聖  人 

 
 

記 

 

整理番号 路線名 
起点 

重要な経過地 
終点 

３２８０ 田代７９号線 
田代 

 
田代 

 

-23-



８
，

０
６

６
，

４
６

０
千

円
と
 
す
 
る
。

２

笠
 
　
松
 
　
町
 
　
長
　
　
　
古
　
　
田
　
　
聖
　
　
人

令
　
和
 
６
 
年
 
９
 
月
 
５
 
日
　
　

提
 
　
出

（
債
 
務
 
負
 
担
 
行
 
為
）

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

れ
１

３
４

，
９

７
１

千
円

を
追

加
し

、
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

を

令
 
和
 
６
 
年
 
度
 
笠
 
松
 
町
 
一
 
般
 
会
 
計
 
補
 
正
 
予
 
算
 
書

第
 
６
 
８
 
号

 
議
 
案

令
 
和
 
６
 
年
 
度
 
笠
 
松
 
町
 
一
 
般
 
会
 
計
 
補
 
正
 
予
 
算
 
（
 
第
 
３
 
号
 
）

令
和

６
年

度
笠

松
町

の
一

般
会

計
補

正
予

算
（

第
３

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

「
第

１
表

歳
入

歳
出

予
算

補
正

」
に

よ
る

。

（
歳
 
入
 
歳
 
出
 
予
 
算
 
の
 
補
 
正
）

既
定

の
地

方
債

の
変

更
は

、
「

第
３

表
地

方
債

補
正

」
に

よ
る

。

第
２

条
地

方
自

治
法

第
２

１
４

条
の

規
定

に
よ

り
債

務
を

負
担

す
る

こ
と

が
で

き
る

事
項

、
期

間
及

び
限

度
額

は
、

「
第

２
表

債
務

負
担

行
為

」
に

よ
る

。

第
１

条

（
地
 
方
 
債
 
の
 
補
 
正
）

第
３

条歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
の

款
項

の
区

分
及

び
当

該
区

分
ご

と
の

金
額

並
び

に
補

正
後

の
歳

入
歳

出
予

算
の

金
額

は
、

既
定

の
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

に
歳

入
歳

出
そ

れ
ぞ

-24-



(
歳

　
入

)
(
単

位
：

千
円
)

款
項

補
 
 
正

 
 
前

 
 
の

 
 
額

補
　

　
正

　
　
額

計

1
町

税
２

，
７

７
０

，
４

７
８

△
９

５
，

６
９
０

２
，

６
７

４
，

７
８
８

1
町

民
税

１
，

３
４

７
，

６
０
０

△
９

５
，

６
９
０

１
，

２
５

１
，

９
１
０

9
地

方
特

例
交

付
金

２
７

，
５

０
０

１
０

１
，

７
０
０

１
２

９
，

２
０
０

1
地

方
特

例
交

付
金

２
７

，
５

０
０

１
０

１
，

７
０
０

１
２

９
，

２
０
０

1
0
地

方
交

付
税

１
，

３
９

０
，

０
０
０

２
０

，
０

０
０

１
，

４
１

０
，

０
０
０

1
地

方
交

付
税

１
，

３
９

０
，

０
０
０

２
０

，
０

０
０

１
，

４
１

０
，

０
０
０

1
5
県

支
出

金
６

３
６

，
６

７
７

２
７

９
６

３
６

，
９

５
６

3
委

託
金

４
３

，
２

１
９

２
７

９
４

３
，

４
９
８

1
7
寄

附
金

２
９

，
０

０
４

１
０

２
，

０
０
０

１
３

１
，

０
０
４

1
寄

附
金

２
９

，
０

０
４

１
０

２
，

０
０
０

１
３

１
，

０
０
４

1
8
繰

入
金

３
３

７
，

０
３
３

△
２

０
５

，
８

７
５

１
３

１
，

１
５
８

1
特

別
会

計
繰

入
金

１
１

４
，

５
７
５

１
４

，
５

７
６

2
基

金
繰

入
金

３
３

７
，

０
３
２

△
２

２
０

，
４

５
０

１
１

６
，

５
８
２

1
9
繰

越
金

２
１

２
，

１
４
８

２
１

３
，

５
５
７

４
２

５
，

７
０
５

1
繰

越
金

２
１

２
，

１
４
８

２
１

３
，

５
５
７

４
２

５
，

７
０
５

2
1
町

債
２

０
５

，
２

０
０

△
１

，
０

０
０

２
０

４
，

２
０
０

1
町

債
２

０
５

，
２

０
０

△
１

，
０

０
０

２
０

４
，

２
０
０

歳
　

　
　

　
　

入
　

　
　

　
　

合
　

　
　

　
　
計

７
，

９
３

１
，

４
８
９

１
３

４
，

９
７
１

８
，

０
６

６
，

４
６
０

第
１

表
　

歳
 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

-25-



(
歳

　
出

)
(
単

位
：

千
円
)

款
項

補
 
 
正

 
 
前

 
 
の

 
 
額

補
　

　
正

　
　
額

計

2
総

務
費

１
，

１
１

７
，

１
２
４

１
０

７
，

９
３
７

１
，

２
２

５
，

０
６
１

1
総

務
管

理
費

４
５

３
，

９
７
６

３
，

７
９
４

４
５

７
，

７
７
０

2
企

画
費

２
４

４
，

９
８
９

１
０

１
，

０
０
０

３
４

５
，

９
８
９

3
徴

税
費

３
１

９
，

８
７
５

１
，

５
０
０

３
２

１
，

３
７
５

4
戸

籍
住

民
基

本
台

帳
費

８
９

，
６

３
６

３
８

９
９

０
，

０
２
５

5
選

挙
費

７
，

３
４
３

１
，

２
５
４

８
，

５
９
７

3
民

生
費

２
，

９
４

６
，

２
７
７

５
，

５
３
５

２
，

９
５

１
，

８
１
２

1
社

会
福

祉
費

２
，

０
８

６
，

４
６
９

１
，

２
１
０

２
，

０
８

７
，

６
７
９

2
児

童
福

祉
費

８
５

９
，

７
０
８

４
，

３
２
５

８
６

４
，

０
３
３

4
衛

生
費

１
，

０
８

３
，

４
５
７

７
，

４
３
１

１
，

０
９

０
，

８
８
８

1
保

健
衛

生
費

３
３

８
，

２
９
７

７
，

４
３
１

３
４

５
，

７
２
８

6
商

工
費

６
５

，
０

４
９

３
，

０
０
０

６
８

，
０

４
９

1
商

工
費

６
５

，
０

４
９

３
，

０
０
０

６
８

，
０

４
９

7
土

木
費

６
８

１
，

６
７
３

９
２

０
６

８
２

，
５

９
３

2
道

路
橋

梁
費

２
６

４
，

２
９
１

９
２

０
２

６
５

，
２

１
１

8
消

防
費

３
８

５
，

８
７
１

１
，

１
４
２

３
８

７
，

０
１
３

1
消

防
費

３
８

５
，

８
７
１

１
，

１
４
２

３
８

７
，

０
１
３

-26-



(
単

位
：

千
円
)

款
項

補
 
 
正

 
 
前

 
 
の

 
 
額

補
　

　
正

　
　
額

計

9
教

育
費

９
８

３
，

７
２
８

９
，

０
０
６

９
９

２
，

７
３
４

1
教

育
総

務
費

２
９

６
，

７
０
４

７
，

０
７
４

３
０

３
，

７
７
８

5
保

健
体

育
費

２
５

８
，

０
４
６

１
，

９
３
２

２
５

９
，

９
７
８

歳
　

　
　

　
　

出
　

　
　

　
　

合
　

　
　

　
　
計

７
，

９
３

１
，

４
８
９

１
３

４
，

９
７
１

８
，

０
６

６
，

４
６
０
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第
　

２
　

表
　

 債
 務

 負
 担

 行
 為

第
　

３
　

表
　

 地
 方

 債
 補

 正

　
  

1
　

変
　

更

事
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
項

期
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
間

限
　

　
　

　
　

　
　

　
度

　
　

　
　

　
　

　
　

額

学
校

給
食

セ
ン

タ
ー

運
営

事
業

令
和

６
年

度
か

ら

令
和

１
０

年
度

ま
で

総
　

　
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

２
０

１
，

６
０

０

(単
位

：
千

円
）

(単
位

：
千

円
）

起
債

の
方

法
利

率
償

還
の

方
法

起
債

の
方

法
利

率
償

還
の

方
法

23
,0

00
証

書
借

入
又

4.
0％

以
内

22
,0

00
証

書
借

入
又

4.
0％

以
内

は
証

券
発

行
は

証
券

発
行

起
債

の
目

的

（
た

だ
し

、
利

率
見

直
し

方
式

で
借

り
入

れ
る

資
金

に
つ

い
て

、
利

率
の

見
直

し
を

行
っ

た
後

に
お

い
て

は
、

当
該

見
直

し
後

の
利

率
）

補
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
正

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

後
補

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

正
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
前

政
府

・
機

構
資

金
に

つ
い

て
は

、
そ

の
融

資
条

件
に

よ
る

。
銀

行
、

そ
の

他
の

場
合

は
、

そ
の

債
権

者
と

協
定

し
た

融
資

条
件

に
よ

る
。

た
だ

し
、

町
財

政
の

都
合

に
よ

り
据

置
期

間
及

び
償

還
期

限
を

短
縮

し
、

も
し

く
は

繰
上

償
還

又
は

低
利

に
借

換
え

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

（
た

だ
し

、
利

率
見

直
し

方
式

で
借

り
入

れ
る

資
金

に
つ

い
て

、
利

率
の

見
直

し
を

行
っ

た
後

に
お

い
て

は
、

当
該

見
直

し
後

の
利

率
）

限
  
度

  
額

臨
時

財
政

対
策

債
政

府
・
機

構
資

金
に

つ
い

て
は

、
そ

の
融

資
条

件
に

よ
る

。
銀

行
、

そ
の

他
の

場
合

は
、

そ
の

債
権

者
と

協
定

し
た

融
資

条
件

に
よ

る
。

た
だ

し
、

町
財

政
の

都
合

に
よ

り
据

置
期

間
及

び
償

還
期

限
を

短
縮

し
、

も
し

く
は

繰
上

償
還

又
は

低
利

に
借

換
え

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

限
  
度

  
額
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１
　

歳
入

(
款

)
 
1
 
町

税

(
項

)
 
1
 
町

民
税

(
単

位
：

千
円
)

節

補
正

前
の
額

補
 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
個

人
1
,
2
3
5
,
6
0
0

△
9
5
,
6
9
0

1
,
1
3
9
,
9
1
0

 
1
現

年
課

税
分

△
9
5
,
6
9
0
所

得
割

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

計
1
,
3
4
7
,
6
0
0

△
9
5
,
6
9
0

1
,
2
5
1
,
9
1
0

(
款

)
 
9
 
地

方
特

例
交

付
金

(
項

)
 
1
 
地

方
特

例
交

付
金

(
単

位
：

千
円
)

節

補
正

前
の
額

補
 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
地

方
特

例
交

付
金

2
7
,
5
0
0

1
0
1
,
7
0
0

1
2
9
,
2
0
0

 
1
地

方
特

例
交

付
金

1
0
1
,
7
0
0

計
2
7
,
5
0
0

1
0
1
,
7
0
0

1
2
9
,
2
0
0

(
款

)
 
1
0
 
地

方
交

付
税

(
項

)
 
1
 
地

方
交

付
税

(
単

位
：

千
円
)

節

補
正

前
の
額

補
 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
地

方
交

付
税

1
,
3
9
0
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0

1
,
4
1
0
,
0
0
0

 
1
地

方
交

付
税

2
0
,
0
0
0

計
1
,
3
9
0
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0

1
,
4
1
0
,
0
0
0

歳
入

歳
出

補
正

予
算

事
項

別
明

細
書

区
 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額

目
区

 
 
 
 
 
分

目目
区

 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額

金
 
 
 
額
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(
款

)
 
1
5
 
県

支
出

金

(
項

)
 
3
 
委

託
金

(
単

位
：

千
円
)

節

補
正

前
の
額

補
 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
総

務
費

委
託
金

4
3
,
1
2
9

2
7
9

4
3
,
4
0
8

 
3
選

挙
費

委
託
金

2
7
9
岐

阜
県

知
事

選
挙

委
託

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

計
4
3
,
2
1
9

2
7
9

4
3
,
4
9
8

(
款

)
 
1
7
 
寄

附
金

(
項

)
 
1
 
寄

附
金

(
単

位
：

千
円
)

節

補
正

前
の
額

補
 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
2
総

務
費

寄
附
金

2
9
,
0
0
1

1
0
1
,
0
0
0

1
3
0
,
0
0
1

 
1
企

画
費

寄
附
金

1
0
1
,
0
0
0
か

さ
ま

つ
応

援
寄

附
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
4
商

工
費

寄
附
金

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

 
1
観

光
費

寄
附
金

1
,
0
0
0
観

光
促

進
事

業
寄

附
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

計
2
9
,
0
0
4

1
0
2
,
0
0
0

1
3
1
,
0
0
4

(
款

)
 
1
8
 
繰

入
金

(
項

)
 
1
 
特

別
会

計
繰

入
金

(
単

位
：

千
円
)

節

補
正

前
の
額

補
 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
介

護
保

険
特

別
会

計
繰

入
金

1
1
3
,
6
1
2

1
3
,
6
1
3

 
1
介

護
保

険
特

別
会

計
繰
入

1
3
,
6
1
2
介

護
保

険
特

別
会

計
繰

入
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

金

 
2
国

民
健

康
保

険
特

別
会

計
繰

3
5

3
5

 
1
国

民
健

康
保

険
特

別
会
計

3
5
国

民
健

康
保

険
特

別
会

計
繰

入
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

入
金

繰
入

金

 
3
後

期
高

齢
者

医
療

特
別

会
計

9
2
8

9
2
8

 
1
後

期
高

齢
者

医
療

特
別
会

9
2
8
後

期
高

齢
者

医
療

特
別

会
計

繰
入

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

繰
入

金
計

繰
入

金

計
1

1
4
,
5
7
5

1
4
,
5
7
6

金
 
 
 
額

区
 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額

目
区

 
 
 
 
 
分

目目
区

 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額
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(
款

)
 
1
8
 
繰

入
金

(
項

)
 
2
 
基

金
繰

入
金

(
単

位
：

千
円
)

節

補
正

前
の
額

補
 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
財

政
調

整
基

金
繰
入

3
0
0
,
0
0
0

△
2
2
0
,
4
5
0

7
9
,
5
5
0

 
1
財

政
調

整
基

金
繰
入

△
2
2
0
,
4
5
0
財

政
調

整
基

金
繰

入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

計
3
3
7
,
0
3
2

△
2
2
0
,
4
5
0

1
1
6
,
5
8
2

(
款

)
 
1
9
 
繰

越
金

(
項

)
 
1
 
繰

越
金

(
単

位
：

千
円
)

節

補
正

前
の
額

補
 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
繰

越
金

2
1
2
,
1
4
8

2
1
3
,
5
5
7

4
2
5
,
7
0
5

 
1
前

年
度

繰
越
金

2
1
3
,
5
5
7
前

年
度

繰
越

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

計
2
1
2
,
1
4
8

2
1
3
,
5
5
7

4
2
5
,
7
0
5

(
款

)
 
2
1
 
町

債

(
項

)
 
1
 
町

債
(
単

位
：

千
円
)

節

補
正

前
の
額

補
 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
3
臨

時
財

政
対

策
債

2
3
,
0
0
0

△
1
,
0
0
0

2
2
,
0
0
0

 
1
臨

時
財

政
対

策
債

△
1
,
0
0
0
臨

時
財

政
対

策
債
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

計
2
0
5
,
2
0
0

△
1
,
0
0
0

2
0
4
,
2
0
0

目 目 目
区

 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額

区
 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額

区
 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額
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２
　

歳
出

(
款

)
 
2
 
総

務
費

(
項
)
 
1
 
総

務
管

理
費

(
単

位
：

千
円
)

補
　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
 
 
 
 
定

 
 
 
 
財

 
 
 
 
源

説
　

　
　
明

国
県

支
出

金
町

債
そ

の
他

 
3
財

産
管

理
費

3
3
,
0
7
9

6
8
0

3
3
,
7
5
9

6
8
0

1
0
需

用
費

6
8
0
修

繕
料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
5
町

民
バ

ス
運

3
6
,
8
3
8

1
,
1
6
5

3
8
,
0
0
3

1
,
1
6
5

1
0
需

用
費

1
,
1
6
5
修

繕
料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

行
費

 
8
諸

費
1
8
,
8
5
0

1
,
9
4
9

2
0
,
7
9
9

1
,
9
4
9

1
8
負

担
金

補
助

1
,
9
4
9
地

区
集

会
所

改
修

補
助

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

及
び

交
付
金

計
4
5
3
,
9
7
6

3
,
7
9
4

4
5
7
,
7
7
0

3
,
7
9
4

(
款

)
 
2
 
総

務
費

(
項
)
 
2
 
企

画
費

(
単

位
：

千
円
)

補
　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
 
 
 
 
定

 
 
 
 
財

 
 
 
 
源

説
　

　
　
明

国
県

支
出

金
町

債
そ

の
他

 
1
企

画
総

務
費

2
2
7
,
8
6
3

1
0
1
,
0
0
0

3
2
8
,
8
6
3

1
0
1
,
0
0
0

1
0
需

用
費

3
5
,
2
3
7
消

耗
品

費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1
1
役

務
費

3
,
7
1
5
通

信
運

搬
費

2
0

手
数

料
3
,
6
8
3

筆
耕

翻
訳

料
1
2

1
2
委

託
料

1
0
,
5
4
7
ふ

る
さ

と
納

税
業

務
委

託
料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2
4
積

立
金

5
1
,
5
0
1
か

さ
ま

つ
応

援
基

金
積

立
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

計
2
4
4
,
9
8
9

1
0
1
,
0
0
0

3
4
5
,
9
8
9

1
0
1
,
0
0
0

(
款

)
 
2
 
総

務
費

(
項
)
 
3
 
徴

税
費

(
単

位
：

千
円
)

補
　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
 
 
 
 
定

 
 
 
 
財

 
 
 
 
源

説
　

　
　
明

国
県

支
出

金
町

債
そ

の
他

 
1
税

務
総

務
費

2
8
3
,
4
4
9

1
,
5
0
0

2
8
4
,
9
4
9

1
,
5
0
0

2
2
償

還
金

利
子

1
,
5
0
0
町

税
還

付
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

及
び

割
引
料

計
3
1
9
,
8
7
5

1
,
5
0
0

3
2
1
,
3
7
5

1
,
5
0
0

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額
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(
款

)
 
2
 
総

務
費

(
項
)
 
4
 
戸

籍
住

民
基

本
台

帳
費

(
単

位
：

千
円
)

補
　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
 
 
 
 
定

 
 
 
 
財

 
 
 
 
源

説
　

　
　
明

国
県

支
出

金
町

債
そ

の
他

 
1
戸

籍
住

民
基

8
9
,
6
3
6

3
8
9

9
0
,
0
2
5

3
8
9

1
0
需

用
費

8
4
修

繕
料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

本
台

帳
費

1
2
委

託
料

△
3
7
住

民
基

本
台

帳
ネ

ッ
ト

ワ
－

ク
シ

ス
テ

ム
委

託
料

1
3
使

用
料

及
び

6
2
住

民
基

本
台

帳
ネ

ッ
ト

ワ
－

ク
シ

ス
テ

ム
機

器
使

賃
借
料

用
料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1
7
備

品
購

入
費

2
8
0
庁

用
器

具
費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

計
8
9
,
6
3
6

3
8
9

9
0
,
0
2
5

3
8
9

(
款

)
 
2
 
総

務
費

(
項
)
 
5
 
選

挙
費

(
単

位
：

千
円
)

補
　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
 
 
 
 
定

 
 
 
 
財

 
 
 
 
源

説
　

　
　
明

国
県

支
出

金
町

債
そ

の
他

 
3
岐

阜
県

知
事

6
,
5
4
9

1
,
2
5
4

7
,
8
0
3

2
7
9

9
7
5

1
7
備

品
購

入
費

1
,
2
5
4
機

械
器

具
費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

選
挙
費

計
7
,
3
4
3

1
,
2
5
4

8
,
5
9
7

2
7
9

9
7
5

(
款

)
 
3
 
民

生
費

(
項
)
 
1
 
社

会
福

祉
費

(
単

位
：

千
円
)

補
　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
 
 
 
 
定

 
 
 
 
財

 
 
 
 
源

説
　

　
　
明

国
県

支
出

金
町

債
そ

の
他

 
1
社

会
福

祉
総

7
1
1
,
7
7
0

2
0

7
1
1
,
7
9
0

2
0

2
7
繰

出
金

2
0
介

護
保

険
特

別
会

計
繰

出
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

務
費

 
4
障

害
福

祉
費

6
8
3
,
4
1
1

1
6
8
3
,
4
1
2

1
2
2
償

還
金

利
子

1
返

還
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

及
び

割
引
料

 
5
福

祉
医

療
費

2
1
6
,
0
1
7

1
,
1
2
1

2
1
7
,
1
3
8

1
,
1
2
1

1
0
需

用
費

3
1
2
消

耗
品

費
9

印
刷

製
本

費
3
0
3

1
1
役

務
費

3
1
9
通

信
運

搬
費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1
2
委

託
料

4
9
0
情

報
セ

ン
タ

ー
委

託
料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
8
後

期
高

齢
者

4
0
1
,
8
9
1

6
8

4
0
1
,
9
5
9

6
8

2
7
繰

出
金

6
8
後

期
高

齢
者

医
療

特
別

会
計

繰
出

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医
療
費

計
2
,
0
8
6
,
4
6
9

1
,
2
1
0

2
,
0
8
7
,
6
7
9

1
,
2
1
0

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額
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(
款

)
 
3
 
民

生
費

(
項
)
 
2
 
児

童
福

祉
費

(
単

位
：

千
円
)

補
　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
 
 
 
 
定

 
 
 
 
財

 
 
 
 
源

説
　

　
　
明

国
県

支
出

金
町

債
そ

の
他

 
1
児

童
措

置
費

7
6
5
,
0
8
2

1
6
1

7
6
5
,
2
4
3

1
6
1

2
2
償

還
金

利
子

1
6
1
返

還
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

及
び

割
引
料

 
3
子

育
て

支
援

8
2
,
1
3
7

4
,
1
6
4

8
6
,
3
0
1

4
,
1
6
4

2
2
償

還
金

利
子

4
,
1
6
4
返

還
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

推
進
費

及
び

割
引
料

計
8
5
9
,
7
0
8

4
,
3
2
5

8
6
4
,
0
3
3

4
,
3
2
5

(
款

)
 
4
 
衛

生
費

(
項
)
 
1
 
保

健
衛

生
費

(
単

位
：

千
円
)

補
　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
 
 
 
 
定

 
 
 
 
財

 
 
 
 
源

説
　

　
　
明

国
県

支
出

金
町

債
そ

の
他

 
1
保

健
衛

生
総

1
5
5
,
7
7
0

1
3
4

1
5
5
,
9
0
4

1
3
4

2
2
償

還
金

利
子

1
3
4
返

還
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

務
費

及
び

割
引
料

 
2
予

防
費

1
0
4
,
7
8
4

7
,
2
6
9

1
1
2
,
0
5
3

7
,
2
6
9

2
2
償

還
金

利
子

7
,
2
6
9
返

還
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

及
び

割
引
料

 
3
健

康
増

進
事

3
1
,
1
6
3

2
8

3
1
,
1
9
1

2
8

2
2
償

還
金

利
子

2
8
返

還
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

業
費

及
び

割
引
料

計
3
3
8
,
2
9
7

7
,
4
3
1

3
4
5
,
7
2
8

7
,
4
3
1

(
款

)
 
6
 
商

工
費

(
項
)
 
1
 
商

工
費

(
単

位
：

千
円
)

補
　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
 
 
 
 
定

 
 
 
 
財

 
 
 
 
源

説
　

　
　
明

国
県

支
出

金
町

債
そ

の
他

 
2
商

工
業

振
興

3
0
,
9
8
1

2
,
0
0
0

3
2
,
9
8
1

2
,
0
0
0

1
8
負

担
金

補
助

2
,
0
0
0
創

業
者

支
援

事
業

補
助

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

費
及

び
交

付
金

 
3
観

光
費

2
7
,
2
4
1

1
,
0
0
0

2
8
,
2
4
1

1
,
0
0
0

1
8
負

担
金

補
助

1
,
0
0
0
観

光
事

業
補

助
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

及
び

交
付
金

計
6
5
,
0
4
9

3
,
0
0
0

6
8
,
0
4
9

1
,
0
0
0

2
,
0
0
0

一
般

財
源

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額
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(
款

)
 
7
 
土

木
費

(
項
)
 
2
 
道

路
橋

梁
費

(
単

位
：

千
円
)

補
　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
 
 
 
 
定

 
 
 
 
財

 
 
 
 
源

説
　

　
　
明

国
県

支
出

金
町

債
そ

の
他

 
2
道

路
新

設
改

6
9
,
3
5
6

9
2
0

7
0
,
2
7
6

9
2
0

1
4
工

事
請

負
費

9
2
0
側

溝
舗

装
等

新
設

改
良

工
事

請
負

費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

良
費 計

2
6
4
,
2
9
1

9
2
0

2
6
5
,
2
1
1

9
2
0

(
款

)
 
8
 
消

防
費

(
項
)
 
1
 
消

防
費

(
単

位
：

千
円
)

補
　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
 
 
 
 
定

 
 
 
 
財

 
 
 
 
源

説
　

　
　
明

国
県

支
出

金
町

債
そ

の
他

 
2
消

防
施

設
費

3
5
6
,
4
6
7

1
,
1
4
2

3
5
7
,
6
0
9

1
,
1
4
2

1
0
需

用
費

1
,
1
4
2
修

繕
料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

計
3
8
5
,
8
7
1

1
,
1
4
2

3
8
7
,
0
1
3

1
,
1
4
2

(
款

)
 
9
 
教

育
費

(
項
)
 
1
 
教

育
総

務
費

(
単

位
：

千
円
)

補
　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
 
 
 
 
定

 
 
 
 
財

 
 
 
 
源

説
　

　
　
明

国
県

支
出

金
町

債
そ

の
他

 
1
教

育
総

務
費

2
9
6
,
7
0
4

7
,
0
7
4

3
0
3
,
7
7
8

7
,
0
7
4

2
2
償

還
金

利
子

7
,
0
7
4
返

還
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

及
び

割
引
料

計
2
9
6
,
7
0
4

7
,
0
7
4

3
0
3
,
7
7
8

7
,
0
7
4

(
款

)
 
9
 
教

育
費

(
項
)
 
5
 
保

健
体

育
費

(
単

位
：

千
円
)

補
　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
 
 
 
 
定

 
 
 
 
財

 
 
 
 
源

説
　

　
　
明

国
県

支
出

金
町

債
そ

の
他

 
3
学

校
給

食
費

2
1
3
,
2
6
6

1
,
9
3
2

2
1
5
,
1
9
8

1
,
9
3
2

1
0
需

用
費

1
,
9
3
2
修

繕
料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

計
2
5
8
,
0
4
6

1
,
9
3
2

2
5
9
,
9
7
8

1
,
9
3
2

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分
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２
，

１
７

３
，

８
９

８
千

円
と
 
す
 
る
。

２

笠
 
　
松
 
　
町
 
　
長
　
　
　
古
　
　
田
　
　
聖
　
　
人

令
 
和
 
６
 
年
 
度
 
笠
 
松
 
町
 
国
 
民
 
健
 
康
 
保
 
険
 
特
 
別
 
会
 
計
 
補
 
正
 
予
 
算
 
書

第
 
６
 
９
 
号

 
議
 
案

令
 
和
 
６
 
年
 
度
 
笠
 
松
 
町
 
国
 
民
 
健
 
康
 
保
 
険
 
特
 
別
 
会
 
計
 
補
 
正
 
予
 
算
 
（
 
第
 
３
 
号
 
）

（
歳
 
入
 
歳
 
出
 
予
 
算
 
の
 
補
 
正
）

第
１

条
既

定
の

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
に

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

６
９

，
８

２
５

千
円

を
追

加
し

、
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

を

令
和

６
年

度
笠

松
町

の
国

民
健

康
保

険
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
３

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
の

款
項

の
区

分
及

び
当

該
区

分
ご

と
の

金
額

並
び

に
補

正
後

の
歳

入
歳

出
予

算
の

金
額

は
、

令
　
和
 
６
 
年
 
９
 
月
 
５
 
日
　
　

提
 
　
出

「
第

１
表

歳
入

歳
出

予
算

補
正

」
に

よ
る

。
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(
歳

　
入

)
(
単

位
：

千
円
)

款
項

補
 
 
正

 
 
前

 
 
の

 
 
額

補
　

　
正

　
　
額

計

7
繰

越
金

１
，

０
０
０

６
９

，
８

２
５

７
０

，
８

２
５

1
繰

越
金

１
，

０
０
０

６
９

，
８

２
５

７
０

，
８

２
５

歳
　

　
　

　
　

入
　

　
　

　
　

合
　

　
　

　
　
計

２
，

１
０

４
，

０
７
３

６
９

，
８

２
５

２
，

１
７

３
，

８
９
８

(
歳

　
出

)
(
単

位
：

千
円
)

款
項

補
 
 
正

 
 
前

 
 
の

 
 
額

補
　

　
正

　
　
額

計

5
基

金
積

立
金

７
７

，
９

３
５

５
０

，
３

８
９

１
２

８
，

３
２
４

1
基

金
積

立
金

７
７

，
９

３
５

５
０

，
３

８
９

１
２

８
，

３
２
４

6
諸

支
出

金
２

，
０

８
８

１
９

，
４

３
６

２
１

，
５

２
４

1
償

還
金

及
び

還
付

金
２

，
０

８
８

１
９

，
４

０
０

２
１

，
４

８
８

2
繰

出
金

　
３

６
３

６

歳
　

　
　

　
　

出
　

　
　

　
　

合
　

　
　

　
　
計

２
，

１
０

４
，

０
７
３

６
９

，
８

２
５

２
，

１
７

３
，

８
９
８

第
１

表
　

歳
 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正
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１
　

歳
入

(
款

)
 
7
 
繰

越
金

(
項

)
 
1
 
繰

越
金

(
単

位
：

千
円

)

節

補
正

前
の

額
補

 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
繰

越
金

1
,
0
0
0

6
9
,
8
2
5

7
0
,
8
2
5

 
1
前

年
度

繰
越

金
6
9
,
8
2
5
前

年
度

繰
越

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計
1
,
0
0
0

6
9
,
8
2
5

7
0
,
8
2
5

歳
入

歳
出

補
正

予
算

事
項

別
明

細
書

目
区

 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額

２
　

歳
出

(款
) 

5 
基

金
積

立
金

(項
) 

1 
基

金
積

立
金

(単
位

：
千

円
)

補
　

 正
　

 額
　

 の
　

 財
　

 源
　

 内
　

 訳
節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
  

  
定
  

  
財
  

  
源

説
　

　
　

明

国
県

支
出

金
町

債
そ

の
他

 1
国

民
健

康
保

77
,9

35
50

,3
89

12
8,

32
4

50
,3

89
24

積
立

金
50

,3
89

国
民

健
康

保
険

基
金

積
立

金
  

  
  

  
  

  
  

  

険
基

金
積

立

金

計
77

,9
35

50
,3

89
12

8,
32

4
50

,3
89

(款
) 

6 
諸

支
出

金

(項
) 

1 
償

還
金

及
び

還
付

金
(単

位
：

千
円

)
補

　
 正

　
 額

　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
  

  
定
  

  
財
  

  
源

説
　

　
　

明

国
県

支
出

金
町

債
そ

の
他

 2
償

還
金

58
8

19
,4

00
19

,9
88

19
,4

00
22

償
還

金
利

子
19

,4
00

返
還

金
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

及
び

割
引

料

計
2,

08
8

19
,4

00
21

,4
88

19
,4

00

一
般

財
源

区
  

 分
金

  
 額

一
般

財
源

区
  

 分
金

  
 額
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(
款

)
 
6
 
諸

支
出
金

(
項
)
 
2
 
繰

出
金

(
単

位
：

千
円
)

補
　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
 
 
 
 
定

 
 
 
 
財

 
 
 
 
源

説
　

　
　
明

国
県

支
出

金
町

債
そ

の
他

 
1
一

般
会

計
繰

3
6

3
6

3
6

2
7
繰

出
金

3
6
繰

出
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

出
金 計

3
6

3
6

3
6

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額
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４
０

７
，

７
３

３
千

円
と
 
す
 
る
。

２

笠
 
　
松
 
　
町
 
　
長
　
　
　
古
　
　
田
　
　
聖
　
　
人

れ
１

１
，

８
０

４
千

円
を

追
加

し
、

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
を

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
の

款
項

の
区

分
及

び
当

該
区

分
ご

と
の

金
額

並
び

に
補

正
後

の
歳

入
歳

出
予

算
の

金
額

は
、

「
第

１
表

歳
入

歳
出

予
算

補
正

」
に

よ
る

。

令
　
和
 
６
 
年
 
９
 
月
 
５
 
日
　
　

提
 
　
出

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

令
 
和
 
６
 
年
 
度
 
笠
 
松
 
町
 
後
 
期
 
高
 
齢
 
者
 
医
 
療
 
特
 
別
 
会
 
計
 
補
 
正
 
予
 
算
 
書

第
 
７
 
０
 
号

 
議
 
案

令
 
和
 
６
 
年
 
度
 
笠
 
松
 
町
 
後
 
期
 
高
 
齢
 
者
 
医
 
療
 
特
 
別
 
会
 
計
 
補
 
正
 
予
 
算
 
（
 
第
 
１
 
号
 
）

（
歳
 
入
 
歳
 
出
 
予
 
算
 
の
 
補
 
正
）

第
１

条
既

定
の

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
に

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ

令
和

６
年

度
笠

松
町

の
後

期
高

齢
者

医
療

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
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(
歳

　
入

)
(
単

位
：

千
円
)

款
項

補
 
 
正

 
 
前

 
 
の

 
 
額

補
　

　
正

　
　
額

計

3
繰

入
金

１
０

１
，

５
１
６

６
８

１
０

１
，

５
８
４

1
他

会
計

繰
入

金
１

０
１

，
５

１
６

６
８

１
０

１
，

５
８
４

4
繰

越
金

１
１

１
，

７
３
６

１
１

，
７

３
７

1
繰

越
金

１
１

１
，

７
３
６

１
１

，
７

３
７

歳
　

　
　

　
　

入
　

　
　

　
　

合
　

　
　

　
　
計

３
９

５
，

９
２
９

１
１

，
８

０
４

４
０

７
，

７
３
３

(
歳

　
出

)
(
単

位
：

千
円
)

款
項

補
 
 
正

 
 
前

 
 
の

 
 
額

補
　

　
正

　
　
額

計

1
総

務
費

５
，

２
０
８

６
６

５
，

２
７
４

2
徴

収
費

２
，

０
７
６

６
６

２
，

１
４
２

2
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

納
付

金
３

９
０

，
２

７
０

１
０

，
８

０
９

４
０

１
，

０
７
９

1
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

納
付

金
３

９
０

，
２

７
０

１
０

，
８

０
９

４
０

１
，

０
７
９

3
諸

支
出

金
１

５
１

９
２

９
１

，
０

８
０

2
繰

出
金

　
９

２
９

９
２

９

歳
　

　
　

　
　

出
　

　
　

　
　

合
　

　
　

　
　
計

３
９

５
，

９
２
９

１
１

，
８

０
４

４
０

７
，

７
３
３

第
１

表
　

歳
 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正
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１
　

歳
入

(
款

)
 
3
 
繰

入
金

(
項

)
 
1
 
他

会
計

繰
入
金

(
単

位
：

千
円
)

節

補
正

前
の
額

補
 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
一

般
会

計
繰

入
金

1
0
1
,
5
1
6

6
8

1
0
1
,
5
8
4

 
1
事

務
費

繰
入
金

6
8
事

務
費

繰
入

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

計
1
0
1
,
5
1
6

6
8

1
0
1
,
5
8
4

(
款

)
 
4
 
繰

越
金

(
項

)
 
1
 
繰

越
金

(
単

位
：

千
円
)

節

補
正

前
の
額

補
 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
繰

越
金

1
1
1
,
7
3
6

1
1
,
7
3
7

 
1
前

年
度

繰
越
金

1
1
,
7
3
6
前

年
度

繰
越

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

計
1

1
1
,
7
3
6

1
1
,
7
3
7

目
区

 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額

歳
入

歳
出

補
正

予
算

事
項

別
明

細
書

目
区

 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額
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２
　

歳
出

(
款

)
 
1
 
総

務
費

(
項
)
 
2
 
徴

収
費

(
単

位
：

千
円
)

補
　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
 
 
 
 
定

 
 
 
 
財

 
 
 
 
源

説
　

　
　
明

国
県

支
出

金
町

債
そ

の
他

 
1
徴

収
費

2
,
0
7
6

6
6

2
,
1
4
2

6
6

1
0
需

用
費

6
6
印

刷
製

本
費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

計
2
,
0
7
6

6
6

2
,
1
4
2

6
6

(
款

)
 
2
 
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

納
付
金

(
項
)
 
1
 
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

納
付
金

(
単

位
：

千
円
)

補
　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
 
 
 
 
定

 
 
 
 
財

 
 
 
 
源

説
　

　
　
明

国
県

支
出

金
町

債
そ

の
他

 
1
後

期
高

齢
者

3
9
0
,
2
7
0

1
0
,
8
0
9

4
0
1
,
0
7
9

1
0
,
8
0
9

1
8
負

担
金

補
助

1
0
,
8
0
9
保

険
料

等
負

担
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

医
療

広
域
連

及
び

交
付
金

合
納

付
金

計
3
9
0
,
2
7
0

1
0
,
8
0
9

4
0
1
,
0
7
9

1
0
,
8
0
9

(
款

)
 
3
 
諸

支
出
金

(
項
)
 
2
 
繰

出
金

(
単

位
：

千
円
)

補
　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
 
 
 
 
定

 
 
 
 
財

 
 
 
 
源

説
　

　
　
明

国
県

支
出

金
町

債
そ

の
他

 
1
一

般
会

計
繰

9
2
9

9
2
9

9
2
9

2
7
繰

出
金

9
2
9
繰

出
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

出
金 計

9
2
9

9
2
9

9
2
9

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額
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２
，

２
６

３
，

９
７

２
千

円
と
 
す
 
る
。

２

笠
 
　
松
 
　
町
 
　
長
　
　
　
古
　
　
田
　
　
聖
　
　
人

「
第

１
表

歳
入

歳
出

予
算

補
正

」
に

よ
る

。

令
 
和
 
６
 
年
 
度
 
笠
 
松
 
町
 
介
 
護
 
保
 
険
 
特
 
別
 
会
 
計
 
補
 
正
 
予
 
算
 
書

令
和

６
年

度
笠

松
町

の
介

護
保

険
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
２

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

第
 
７
 
１
 
号

 
議
 
案

令
 
和
 
６
 
年
 
度
 
笠
 
松
 
町
 
介
 
護
 
保
 
険
 
特
 
別
 
会
 
計
 
補
 
正
 
予
 
算
 
（
 
第
 
２
 
号
 
）

（
歳
 
入
 
歳
 
出
 
予
 
算
 
の
 
補
 
正
）

第
１

条
既

定
の

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
に

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

６
１

，
８

４
３

千
円

を
追

加
し

、
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

を

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

令
　
和
 
６
 
年
 
９
 
月
 
５
 
日
　
　

提
 
　
出

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
の

款
項

の
区

分
及

び
当

該
区

分
ご

と
の

金
額

並
び

に
補

正
後

の
歳

入
歳

出
予

算
の

金
額

は
、
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(
歳

　
入

)
(
単

位
：

千
円
)

款
項

補
 
 
正

 
 
前

 
 
の

 
 
額

補
　

　
正

　
　
額

計

1
保

険
料

４
５

１
，

０
１
６

５
３

２
４

５
１

，
５

４
８

1
介

護
保

険
料

４
５

１
，

０
１
６

５
３

２
４

５
１

，
５

４
８

3
国

庫
支

出
金

５
２

５
，

５
１
６

１
，

１
６
５

５
２

６
，

６
８
１

1
国

庫
負

担
金

３
７

６
，

０
２
６

１
，

０
１
６

３
７

７
，

０
４
２

2
国

庫
補

助
金

１
４

９
，

４
９
０

１
４

９
１

４
９

，
６

３
９

4
支

払
基

金
交

付
金

５
６

７
，

３
４
８

１
，

０
８
４

５
６

８
，

４
３
２

1
支

払
基

金
交

付
金

５
６

７
，

３
４
８

１
，

０
８
４

５
６

８
，

４
３
２

5
県

支
出

金
３

０
９

，
４

８
２

１
，

６
７
４

３
１

１
，

１
５
６

1
県

負
担

金
２

９
４

，
３

５
３

１
，

６
６
４

２
９

６
，

０
１
７

2
県

補
助

金
１

５
，

１
２
９

１
０

１
５

，
１

３
９

7
繰

入
金

３
４

８
，

６
０
０

２
０

３
４

８
，

６
２
０

1
他

会
計

繰
入

金
３

４
０

，
９

９
３

２
０

３
４

１
，

０
１
３

8
繰

越
金

１
５

７
，

３
６
８

５
７

，
３

６
９

1
繰

越
金

１
５

７
，

３
６
８

５
７

，
３

６
９

歳
　

　
　

　
　

入
　

　
　

　
　

合
　

　
　

　
　
計

２
，

２
０

２
，

１
２
９

６
１

，
８

４
３

２
，

２
６

３
，

９
７
２

第
１

表
　

歳
 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正
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(
歳

　
出

)
(
単

位
：

千
円
)

款
項

補
 
 
正

 
 
前

 
 
の

 
 
額

補
　

　
正

　
　
額

計

1
総

務
費

４
６

，
２

９
０

２
４

４
６

，
３

１
４

1
総

務
管

理
費

２
３

，
８

９
９

２
４

２
３

，
９

２
３

2
保

険
給

付
費

２
，

０
６

２
，

６
９
８

２
，

２
８
３

２
，

０
６

４
，

９
８
１

2
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
諸

費
３

８
，

３
３
２

１
，

５
２
３

３
９

，
８

５
５

4
高

額
介

護
サ

ー
ビ

ス
諸

費
６

４
，

０
１
７

７
６

０
６

４
，

７
７
７

3
地

域
支

援
事

業
費

９
２

，
３

０
１

９
０

９
２

，
３

９
１

1
介

護
予

防
・

生
活

支
援

サ
ー

ビ
ス

事
業

費
３

４
，

４
９
３

９
０

３
４

，
５

８
３

4
基

金
積

立
金

３
２

２
７

，
２

２
９

２
７

，
２

６
１

1
基

金
積

立
金

３
２

２
７

，
２

２
９

２
７

，
２

６
１

5
諸

支
出

金
３

０
８

３
２

，
２

１
７

３
２

，
５

２
５

1
償

還
金

及
び

還
付

金
３

０
１

１
８

，
６

１
０

１
８

，
９

１
１

2
繰

出
金

７
１

３
，

６
０
７

１
３

，
６

１
４

歳
　

　
　

　
　

出
　

　
　

　
　

合
　

　
　

　
　
計

２
，

２
０

２
，

１
２
９

６
１

，
８

４
３

２
，

２
６

３
，

９
７
２
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１
　

歳
入

(
款

)
 
1
 
保

険
料

(
項

)
 
1
 
介

護
保

険
料

(
単

位
：

千
円
)

節

補
正

前
の
額

補
 
正

 
額

計
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第７２号議案 

 
   令和５年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定に基づき、令和

５年度笠松町一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて町議会の認定に

付する。 

 
  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提 出 
              笠 松 町 長  古  田  聖  人 
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第７３号議案 

 
   令和５年度笠松町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定に基づき、令和

５年度笠松町国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて町

議会の認定に付する。 

 
  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提 出 
              笠 松 町 長  古  田  聖  人 
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第７４号議案 

 
   令和５年度笠松町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定に基づき、令和

５年度笠松町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて

町議会の認定に付する。 

 
  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提 出 
              笠 松 町 長  古  田  聖  人 
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第７５号議案 

 
   令和５年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定に基づき、令和

５年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて町議会

の認定に付する。 

 
  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提 出 
              笠 松 町 長  古  田  聖  人 
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第７６号議案 

 
   令和５年度笠松町水道事業会計決算認定について 

 
 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定に基づき、

令和５年度笠松町水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて町議会の認定に

付する。 

 
  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提 出 
              笠 松 町 長  古  田  聖  人 
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第７７号議案 

 
  令和５年度笠松町下水道事業会計決算認定について 

 
 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定に基づき、

令和５年度笠松町下水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて町議会の認定

に付する。 

 
  令和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 提 出 
              笠 松 町 長  古  田  聖  人 
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